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　周知のとおり、「年収の壁」問題とは、年
収が一定額を超えると税や社会保険料が増え
手取りが減る逆転現象が起こるため、あえて
働かないという就業調整を招くことをいう。
　年収の壁には税の壁と社会保険の壁があ
り、税の壁は、本人に所得税が発生する「103
万円の壁」と、配偶者特別控除額が徐々に減
少して配偶者の税負担が増える「150万円の
壁」がある。しかし実際には、前者について
は、壁を1万円超えても所得税が500円増え
るだけであり、後者についても本人の収入増

が配偶者の税負担を上回る。実際には手取り
額が減らないにもかかわらず、漠然とした誤
解により就業調整している人が多いと思われ
ることから、この誤解を解くことも「年収の
壁」対策として必要だろう。
　厚生労働省は9月27日「年収の壁・支援
強化パッケージ」を公表したが、これは、社
会保険の壁である「106万円の壁」と「130
万円の壁」に対するもの。従業員が101人以
上（2024年10月以降は51人以上）の企業
で働く場合の「106万円の壁」については、

　既報のとおり、政府はこの10月からの最低賃金引上げに合わせて、「年収の壁」対策を始
めている。厚労省が公表した「年収の壁・支援強化パッケージ」は、当面の人手不足に対応
するための時限的な措置にとどまる。政府の対策は一定程度評価されているものの、「負担な
き給付」という優遇を前提とした第3号被保険者制度の抜本的見直しを求める声が多い中、
2025年に予定されている年金制度改革で、どこまで見直しが進むのかは未知数となっている。

就業調整を招く “漠然とした誤解” への対応も必要

【図表1】税と社会保障の「年収の壁」
年　収 負担内容 年収の壁支援強化パッケージ

103万円 ・本人に所得税が発生
・配偶者手当の基準としている企業が多い

・変更なし
・企業に対し、制度の見直しの促進

106万円

・従業員101人以上の企業では、厚生年金・健
康保険の加入対象となり、社会保険料が発生

・手当や賃金増、労働時間の延長を実施した
企業に助成金（従業員1人当たり3年間で
最大50万円）
・社会保険適用促進手当を支給した場合は、
本人負担分の社会保険料を上限として社会
保険料の算定対象とせず

130万円 ・従業員100人以下の企業では、配偶者の社会
保険の扶養対象外となり、社会保険料が発生

・130万円超えが一時的との雇用主の証明に
より、2年間に限り被扶養の認定を継続

150万円 ・配偶者の配偶者特別控除額が減少

第3号被保険者制度の見直し求める声高まる

政府の「年収の壁」対策、当面
の人手不足解消狙う時限措置に
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【図表2】「106万円の壁」への対応	 （出典）厚生労働省（一部抜粋）

※助成額は中小企業の場合。大企業の場合は3/4の額。
※1年目に（1）の取組による助成（20万円）を受けた後、2年目に（2）の取組による助成（30万円）を受けることが可能。
※2025年度末までに労働者に厚生年金を適用させた事業主が対象で、取り組み開始から6 ヶ月後に支給を申請できる。

（1）手当等支給メニュー
要　件 1人当たり助成額

①賃金の15%以上
　追加支給（社会保険適
用促進手当）

1年目
20万円

②賃金の15%以上
　追加支給（社会保険適
用促進手当）3年目以
降、③の取組を行う

2年目
20万円

③賃金の18%以上増額 3年目
10万円

（2）労働時間延長メニュー
週所定労働
時間の延長 賃金の増額 1人当たり助成額

4時間以上 −

30万円

3時間以上
4時間未満 5%以上

2時間以上
3時間未満 10%以上

1時間以上
2時間未満 15%以上

本堂

R社
消滅時効の進行（5年間）

UAE

ドバイの居住者に
あたるか

本店（LLC） 事務所
（本件活動拠点）

ドバイ 日本

新たな消滅時効の進行（5年間）

【図1】海外金融機関からの預金利子等の申告漏れが発覚した調査事例

【図】商品審査段階及びモニタリング段階での国税庁との取組み

【図】事案の概要

【図】事案の概要

【図】□□□□■

【図】事案の概要

【図表1】評価方法の見直しのイメージ

【図】寺院と建物の位置関係（イメージ図）

【図】
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委託者

国内海外

海外法人 海外不動産

税務署海外銀行

国税当局

❺
調査対象者Aに対し、国外財産
調書に記載がない債券利子の
申告漏れで加算税を5％加重。

❻
子Bに対し、国外財産調書が未提
出のため、提出を指導。利子等の
申告漏れで加算税を5％加重。

❶

❶

預金利子・
債券利子等

❷法定調書

❸自動的情報交換

❸現物出資

❶

❹情報提供

社会保険関係業務

弁護士法人（被告）

国税局

❺

顧問契約

❹
損害賠償請求

懲戒請求

代理

現物出資による譲渡所得の
申告漏れに追徴課税。国外
財産調書の提出も指導※。

※　中国非居住者企業である原告法人は、中国国内源泉所得である中国法人出資持分譲渡により生じた所得について中国企業所得税の
納付義務があった。また、中国法人（出資持分譲渡対象会社）は、税務当局に対し課税に関する協力義務を負っていた。

中国税務当局

原告法人

台湾法人

相続人子供4名

新設分割により
事業の一部を移転

❼

中国企業所得税を申告納付
（平成24年1月13日、18日）

中国企業所得税を請求※

（平成22年12月9日）

❺

❻

平成23年2月期で中国企業所得
税について外国税額控除を適用

※実施期間終了日までに
申請することが必要

（ステップ1）

関連法人3社
（不動産管理会社等）

相続人子供4名

（ステップ2）

税務署の指導のもと、
買換資産を平成21年4
月30日付けで取得した
ものとした修正申告書
を提出。過少申告加算
税等500万円が発生。

：実施期間終了前に計画変更申請（取得設備の追加）をし、認定が実施期間終了後になる場合は当該計画変更時
　　　　 に実施期間も延長することが必要。

ケース2：実施期間終了前に取得した設備については、実施期間終了後に変更申請ができないため、新規申請（設備取得
　から60日以内）があらためて必要（ケース2）。
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代金総額（税込）が100、鑑定評価額比率が土地：建物＝8：２の場合
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代金総額（税込）が100、
鑑定評価額比率が土地：建物＝8：２の場合
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【図表1】取得価額のステップアップによる二重課税調整

取得価額

（出典：自民党税制調査会）

第三者

英領
バージン諸島

米国出国税
適用時の価額

日本の居住者として
売却時の価額

100

米国でのみなし譲渡益
150 － 100 ＝ 50

150

日本での譲渡所得
190 － 150 ＝ 40
（ステップアップ）

190

【図】本件課税部分の面積の算定

Ⓐ管理人室
（課税）

Ⓑそれ以外の部分
（非課税）

共用部分
（Ⓐ／Ⓐ＋Ⓑを乗じた
床面積が課税部分）

課税部分 非課税部分

土地の地積に本件按分割合（Ⓐ／Ⓐ＋Ⓑ）を乗じた地積

建物

土地

【図1】海外金融機関からの預金利子等の申告漏れが発覚した調査事例

商品審査段階
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保険会社

保険会社・保険代理店

❶

必要に応じて、事前照会を実施❷

貸付け❶

❶ ❸

売却代金で
弁済❸

売却❷
X社

（原告が100％
  株式保有）

債権放棄❹

税務上の見解❷

❸

事前照会

商品審査で活用
（事業方法書への募集管理
態勢に関する記載の指導等）

❶税務上の
見解❶事前照会

の慫慂 ❶税務上の
見解

①と③の時点で為替差益発生 雑所得に含めず

①　金融庁から保険会社に対して、国税庁への税務に関する事前照会を慫慂
②　保険会社から同意を得た上で、必要に応じて、金融庁からも国税庁に事前照会を実施
③　金融庁において、事前照会の結果を商品審査で参考情報として活用（事業方法書への募集管理態勢に関す
る記載の指導等）

金融庁

モニタリング段階

国税庁

節税（租税回避）スキーム❶

商品開発や募集現場で利用される
スキーム

❸

❷モニタリング等
の実施

①　両庁の定期的な意見交換の場等を通じて、国税庁から金融庁に対して、保険商品に関する節税（租税回避）
スキームの情報提供
②　金融庁において、国税庁からの情報や独自に把握した情報を活用し、保険会社・保険代理店における募集管
理態勢の整備状況や販売実態等のモニタリング等を実施

③　金融庁から国税庁に対して、商品開発や募集現場で利用されるスキームの情報提供

金融庁

（出典：金融庁）

商品審査で活用
（事業方法書への募
集管理態勢に関す
る記載の指導等）
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（評価水準：%）
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H26.12.31解散
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低 高評　　　価　　　水　　　準

評価水準が
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相続税評価額

市場価格※

＝ 評価水準

※市場価格＝市場価格理論値

（出典：国税庁）

見直し前
見直し後

原告

商業施設

（本件建物）

本件土地

歩道

（判決文をもとに編集部が作成）

D社

H26.12.31解散

H26.3.31

吸収分割

処分行政庁が

6億132万円と算定

R社

物流
事業

原告

D社

H26.3.31
吸収分割

処分行政庁が6億132万円と算定

普通株式

承継資産負債
物流事業

参道

本件対象地

H27.12.1
吸収合併

原告

重点管理富裕層（SF）

上位富裕層（UF）

　　富裕層

令4
申告審理
事務量

税目間バランスに
配意した分配

土地等譲渡
調査を実施

約104万円手取り
約104万円

既存の
調査事務量

令5

【図表2】「130万円の壁」への対応

<活用イメージ＞　時給が上がり（年収104万→106万円）厚生年金・健康保険に加入した場合

（例） 毎月10万で働くパートの方が残業により一時的に収入増になった場合

（※） 保険料は、厚生年金、健康保険（協会けんぽ）等の保険料率で計算した場合の労働者本人の負担額。
　　 なお、手取り収入は税金については考慮していない。

【加入前】
（時給1,000円）

【加入後】
（時給1,020円）

継
続
２
管
理
事
案

管理担当者

個人特官

局統括国税実査官（富裕層担当）

上位富裕層担当特官

保険料
約16万円

保険料相当額
の手当を支給

約90万円手取り
約90万円

手取り
約106万円

保険料
約16万円

約90万円

手当
約16万円

手取り収入を
減らさない取
組をした企業
に助成

130万円以上でも
事業所の証明によ
り引き続き認定扶養確認

年収120万円見込

残業

＋残業20万円

年収140万円

新たな消滅時効の進行（5年間）

【図】□□□□■

R4.10

3.17 H21.5.15
督促状を
発した日

（時効の中断）

H25.2.195.26
取立等の手続が
されておらず差
押処分終了せず
（新たな時効の
進行なし）

債権差押通知書が
第三債務者に送達
（差押処分の効力
発生・時効の中断）

R4.12 R5.10

扶養確認
手取り収入を
減らさない取
組をした企業
に助成

事
業
主

証
明

年収が106万円を超えて厚生年金保険・健康
保険に加入することとなった従業員に対し保
険料相当額の手当支給や賃上げ等を行った企
業には、従業員1人当たり3年で最大50万円
の助成金を支給する。また、支給した社会保
険適用に伴う手当については、最大2年間、
被保険者の社会保険料の算定対象にしないこ
ととしている。
　従業員が100人以下（2024年10月以降
は50人以下）の企業で働く人が扶養から外
れる「130万円の壁」については、一時的な
増収であれば、130万円を超えても原則とし
て連続2年までは扶養を外れなくてもよいよ
うにする。

　これらの措置は、当面の人手不足に対応す
るための時限的な措置で、2025年に予定さ
れている年金制度改革で恒久的な対策を行う
までのつなぎ措置とされている。「負担なき
給付」という優遇が認められている第3号被
保険者制度は、そもそも不公平という批判も
あり、「年収の壁」問題は、その優遇が外れ
ると負担を重く感じることから生じるとも言
われている。「2号被保険者への移行を促す
べき」などとする経済同友会など、第3号被
保険者制度の見直しを求める声が多い中、恒
久的な対策で、どこまで抜本的な改革が行わ
れるかは未知数となっている。
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